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はじめに 
 

 ＰＦＩ発祥の地とされるイギリスでは，1979 年の保守党サッチャー政権誕生以降，いわ

ゆる｢英国病｣を克服すべく，財政を再建し，経済を再活性化するために，｢小さな政府｣の

実現を目指す行財政改革を推進しました。国営企業の民営化やアウトソーシング，エージ

ェンシー（独立行政法人）化等の取組みを経た後，92 年，メージャー政権下においてＰＦ

Ｉが正式に導入され，一定の成果が得られたことから，97 年に労働党ブレア政権に移行し

た後もＰＦＩを活用していく方針が踏襲されています。 

 我が国においては，平成 11 年７月に｢民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律（ＰＦＩ法）｣が成立，同年 9 月施行され，翌 12 年３月に同法に基づく国

のＰＦＩ事業の実施に関する基本方針が策定されるとともに，平成 13 年１月には実施プロ

セス及びリスク分担等に関するガイドライン，同年７月にはＶＦＭに関するガイドライン

が公表されるなど，ＰＦＩの円滑な導入に向けた取組みが進められております。国の基本

方針策定以降，地方自治体を中心にＰＦＩの導入が活発化し，これまでに 40 を超える事業

の実施方針が策定・公表されております。 

 一方，本市では，市税収入の落ち込みや硬直化した財政構造など，一段と厳しさを増す

財政状況のもとで，経済のグローバル化や少子・高齢化，高度情報化の進展等をはじめと

した大きな社会環境の変化に的確に対応し，効率的で市民感覚に沿った市民本位の市政の

実現と施策の着実な推進を図っていく必要があり，そのためには既存の手法にこだわるこ

となく，公共と民間の役割分担を明確化するとともに，新たな事業手法や民間活力の導入

など，より一層の行財政改革の取組みが求められております。 

 こうした背景から，平成 11 年７月に庁内関係課で構成する新事業手法検討会議を，平成

12 年６月には外部の有識者からなる川崎市新事業手法検討委員会を設置し，施設整備・管

理運営などの事業執行について，ＰＦＩをはじめとする新たな事業手法を積極的に活用す

ることにより，市民への行政サービスの向上と，より効率的な行財政運営の実現を図るこ

となどを目的とした検討を重ね，その基本的な考え方を｢川崎市における新事業手法導入に

関する基本方針（川崎版ＰＦＩ基本方針）｣として平成 13 年１月に策定したところです。 

 本実務指針は，上記基本方針に基づき市が新事業手法を導入する際の一助となるよう，

事業化に向けた意思決定プロセスや検討内容，各段階における関係部局の役割などを，全

庁的な検討体制のもとで取りまとめたものです。しかしながら，本市においてはまだ導入

実績がなく，また平成 13 年 12 月のＰＦＩ法改正にもみられるように，我が国のＰＦＩ制

度自体にも課題や再考の余地があることから，今後の検討や制度改正の状況等を踏まえて

適宜本指針の内容を充実させていくこととします。 
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